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平成 29 年 2 月 1 日 

上 桜 田 町 内 会 長 

 

（公式）輪投げセットの購入について 

（お知らせ） 
 

「上桜田町内会報“かみさくらだ” Ｎｏ.５；平成 28 年 12 月１日発行」において、「第１回上桜田地区

『高齢者介護予防の集い』を開催」した内容をお知らせしておきました。 

その集いの中で、たきやま地域包括支援センターからお借りした（公式）輪投げで身体運動を行った

訳ですが、これが非常に好評で吾が町内会でも欲しいという声が多数寄せられました。 

 それらの要望に応え、左図のとおり

町内会で２セット（14,400 円／セッ

ト）を購入したことからその活用につ

いてお知らせします。 

 用具類の１セット当たりの構成は、

同図のように、ワナゲ台１台、輪９個

（黄色４個・赤色４個・青色１個）、

足元マット１個、競技ルールブック

（ビニールケース入り）１冊、共用で

輪収納袋１個となっています。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

【活用
、、

ルール
、、、

】 

 

①活用の機会・場面 

 町内会総合福祉事業のいきいきサロン、老人クラブ、子供会、体育振興会、隣組行事、その他（町内

会員有志の親睦会等）で活用できます。 

 

②保管場所 

 上桜田公民館の雑品保存庫内に保管しております。 

 

③借用の方法 

 事前に町内会三役（通常は総務部長が窓口）に申し出て、この三役が貸し出し・受け渡しを行いま

す。借用する側は、前記①の役員（責任者）が当ります。 

 

④使用場所 

 上桜田公民館または芸工大前集会所で使う場合のみとします。 
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⑤外部への持出・貸出 

 当町内会員以外の外部（者・会場）へは持出・貸出を不可（禁）とします。 

 

⑥その他 

 ④および⑤としたのは、一つでも紛失すると使えなくなる事から設定したものです。 

 

【投輪ルール】 

 

 取扱説明書に記載されていますが、要点を記載しておきます。 

輪を入れる軸には点数の数字が書かれているが、これは、３×３のマス

目の「縦・横・斜め」とも合計値が『15』になる魔法陣（九星図の配置）

となっています。 

・投輪距離は、左図のように２ｍ離れます。 

 ・輪が入った下の数字が得点となります。 

 ・縦横斜めのいずれか１列に輪が入った場合は、単純計算では１５点で

すが、プレミアム１５点が加算されて３０点となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この２枚の写真（上・左）は、１月 15 日（日）公民館で定例

開催した「いきいきサロン」で楽しんだ様子です。 

 ２ｍ手前からの投輪で簡単な様ですが、これがなかなかのもの

で、思うような所には入りません。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 このスペースを活用し、１月 22 日（日）実施した上桜田公民館の障子張替の様子を紹介します。特

に２階は子供達の大活躍（？）のお陰で戸の障子が大きく破れておりました。そこで子供会と町内会の

役員・関係者の計６名で、戸３枚の全部とその他一部を張替えしました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

（足元マット） 

２ｍ 
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【編集後記】 

 今回の回覧を以って最終号

とします。お読み頂きありが

とうございました。ご協力を

賜った関係者に感謝申し上げ

ます。 

 

 

（上桜田内会 総務担当 大沼香） 

****************************************************************************************************** 

 

平成 29 年 2 月 1 日 

上桜田町内会長 

【公式輪投げセット活用ルール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

①活用の機会・場面 

 町内会総合福祉事業のいきいきサロン、老人クラブ、子供会、体育振興会、隣組行事、その他（町内

会員有志の親睦会等）で活用できます。 

②保管場所 

 上桜田公民館の雑品保存庫内に保管しております。 

③借用の方法 

 事前に町内会三役（通常は総務部長が窓口）に申し出て、この三役が貸し出し・受け渡しを行いま

す。借用する側は、前記①の役員（責任者）が当ります。 

④使用場所 

 上桜田公民館または芸工大前集会所で使う場合のみとします。 

⑤外部への貸出 

 当町内会員以外の外部（者・会場）へは持出・貸出を不可（禁）とします。 

⑥その他 

 ④および⑤としたのは、一つでも紛失すると使えなくなる事から設定したものです。 

 

以上 

＜町内会総務担当 大沼香＞ 

 

外部持出・貸出 禁ズ 


